
－学則－1－



－学則－2－



－学則－3－



－学則－4－



－学則－5－



－学則－6－



－学則－7－



－学則－8－



－学則－9－



－学則－10－



－学則－11－



－学則－12－



－学則－13－



－学則－14－



－学則－15－



－学則－16－



－学則－17－



－学則－18－



－学則－19－



－学則－20－



－学則－21－



－学則－22－



－学則－23－



－学則－24－



－学則－25－



－学則－26－



－学則－27－



－学則－28－



－学則－29－



－学則－30－



－学則－31－



－学則－32－



－学則－33－



－学則－34－



－学則－35－



－学則－36－



－学則－37－



－学則－38－



－学則－39－



－学則－40－



－学則－41－



－学則－42－



－学則－43－



－学則－44－



－学則－45－



－学則－46－



－学則－47－



－学則－48－



－学則－49－



－学則－50－



－学則－51－



－学則－52－



－学則－53－



－学則－54－



－学則－55－



－学則－56－



－学則－57－



－学則－58－



第 2編大学 2-03教授会規程 

- 1 - 

北海道科学大学教授会規程 

 

（目 的） 

第１条 北海道科学大学（以下「本学」という。）学則第51条第３項に基づき、運営の円滑化を

図るために必要な事項を定める。 

 

（組 織） 

第２条 教授会は、学長又は教授会が置かれる組織の長及び教授をもって構成する。 

２ 学長が必要と認めたときは、教授以外の教職員を出席させることができる。 

３ 前項における運用上の細目は、別に定める。 

 

（審議事項） 

第３条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たりその内容を審議し、意見

を述べるものとする。 

（１）学則第51条第１項に記載する事項 

（２）教育課程及び教育の改善に関する事項 

（３）学生の表彰及び懲戒に関する事項 

（４）その他学長が諮問する事項 

２ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び教授会が置かれる組織の長がつかさどる次

に掲げる教育研究に関する事項について審議し、学長及び組織の長の求めに応じ、意見を述べ

ることができる。 

（１）学術研究に関する事項 

（２）学生の退学、休学、転学部・転学科、除籍、その他学生の身分に関する事項 

（３）学生の厚生補導に関する事項 

（４）学則に関する事項 

（５）その他重要な事項 

 

（会議の招集及び議長） 

第４条 教授会は、毎月１回定例とする。ただし、学長及び教授会が置かれる組織の長が必要と

認めたときは、臨時に開催することができる。 

 

第５条 学長及び教授会が置かれる組織の長は、あらかじめ議案を通知して教授会を招集し、そ

の議長となる。ただし、あらかじめ学長が指名した教授にその職務を代行させることができる。 

２ 構成員総数の３分の１以上から教授会招集の請求のあったときは、学長及び教授会が置かれ

る組織の長は、10日以内にこれを招集しなければならない。 

 

（会議の成立要件） 

第６条 教授会は、構成員総数の３分の２以上の出席をもって成立する。 
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第７条 必要な会議決定事項は、速やかに関係者に通知しなければならない。 

 

（議事録の作成及び保管） 

第８条 教授会の議事録作成者及び議事録署名人は、別に定める。 

２ 議事録は、学長の管理のもとに教務課長がこれを保管する。 

 

（規程の改廃） 

第９条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が決定する。 

 

附 則 

１ この規程は、平成３年４月１日から施行する。 

１ この規程の改正は、平成７年４月１日から施行する。 

１ この規程の改正は、平成19年４月１日から施行する。 

１ この規程の改正は、平成26年４月１日から施行する。 

１ この規程の改正は、平成27年４月１日から施行する。 

１ この規程の改正は、平成29年４月１日から施行する。 

１ この規程の改正は、平成30年４月１日から施行する。 

１ この規程の改正は、2019年４月１日から施行する。 

１ この規程の改正は、2021年４月１日から施行する。 

１ この規程の改正は、2022年４月１日から施行する。 
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